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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、非営利組織である病院に、企業会計的手法を取り入れる意味や効果を検討
した。関連領域の研究者や実務者との意見交換、アンケート調査(239 病院、回答率 31%、
調査報告書作成・返送)、文献研究など行った。その結果、企業会計的手法導入により、会
計の透明性に向上は見られたが、経営の効率性には必ずしも結びついているとは言えない
ことがわかった。現金主義の経営実務と発生主義会計を結びつける手法の構築が今後の課
題である。 
研究成果の概要（英文）： 

 This research addresses the issue of hospital accounting into which a method of 

corporate accounting treatments is already in place. I exchanged ideas with 

businessmen and researchers, surveyed 239 hospitals by questionnaire (rate of 

collection 31%), wrote a report, and returned findings to replier) and  read literature.  

Through the course of research, I can summarize the findings in two points:1)the 

method helps to increase transparency of hospital accounting. 2)the method doesn’t 

always help to improve the hospital management efficiency.  

Future studies will focus on developing new way on how to connect management 
practice using cash based accounting with accounting practice using accrual based 
accounting. 
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１．研究開始当初の背景 

(1)非営利組織体への企業会計的手法導入 

 非営利組織体には、パブリックセクターと

しての政府、自治体、独立行政法人などと、
プライベートセクターとしての公益法人、学
校法人、社会福祉法人、そして医療法人など
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がある。これらの組織体の会計は、議会や所
轄庁(役所)への報告書類として発展してきた。 

しかし、財政状況の悪化、ストック情報の欠
如の弊害、経営効率化情報の必要、ステーク
ホルダーの情報開示要求の高まり等から、企
業会計的手法が取り入れられるようになっ
てきた。(ここでは、発生主義の導入と貸借対
照表・損益計算書の作成・公表を企業会計的
手法と呼ぶ) 

(2)病院経営の状況 

 病院の経営状態を見ると 76.2%が赤字とな
っており、特に自治体病院では赤字の割合が
93.3%にも上っている(『平成 20 年病院経営
実態調査報告』)。病院では設立主体により異
なる会計基準を用いる部分と、病院会計準則
に則る部分が存在している。このため事業者
間の経営状況の比較可能性が低いとともに、
ほとんどの場合財務諸表の公開が行われて
いない。 

(3)本分野の研究状況 

 非営利組織体の会計基準については、近年
基準の改定が行われてきているため、法人ご
とに解説的な実務書は多い。しかし過渡的な
こともあり、概念や理論研究は進んでいると
はいえない。病院会計については、管理会計
や病院経営分析的な研究は多いが、病院会計
の情報開示が後れていることもあり、財務会
計としての研究は極めて限られている。 

 

２．研究の目的 

 近年、非営利組織体(パブリックセクター、
プライベートセクター)に営利組織体の企業
会計的手法が取り入れられる潮流にある。非
営利組織体の会計が激動期にある現在、その
現状を把握し、企業会計的手法を導入する意
味や効果を検討することは、今後の非営利組
織体の会計の発展方向を捉える上で重要で
ある。 

本研究はそういった認識の下、自治体病院
の会計への企業会計的手法導入を例にとっ
て、その意味と効果を組織体外部者へのアカ
ウンタビリティの視点から検討することに
より、非営利組織会計に企業会計的手法を取
り入れることの是非、非営利組織体の会計の
発展方向を展望することを目的とする。 

自治体病院を例にするのは、企業会計的手
法を大幅に取り入れた独立行政法人化が進
んでいること、財務諸表の公開が行われてい
るため実務資料の入手が容易なことによる。 

 

３．研究の方法 

 研究の柱は、文献研究、アンケート調査の
実施・集計・分析、ヒアリング調査、成果の
公表などである。 
(1)文献研究 
 我が国及び米国の非営利組織体における
会計基準や会計実務等に関する文献の収

集・読み込み。自治体病院協議会のデータベ
ースなどから最新情報の入手など。 
(2)アンケート調査の実施・集計・分析 
 「病院の経営等に関するアンケート調査」
を実施(調査対象 239病院、回収率 31.0%)し、
集計結果を報告書として取りまとめ、回答病
院に送付した。 
(3)ヒアリング調査 
 病院、市役所を訪問し意見交換・資料収集
(静岡県立病院機構、北松中央病院、聖隷福
祉事業団、桑名市民病院、国立病院機構京都
医療センター、山形県・酒田市病院機構、京
都市役所など)するとともに、関係領域の研
究者と意見交換(日本会計研究学会、日本計
画行政学会。日本簿記学会、財務会計研究学
会、日本社会関連会計学会などで研究者と意
見交換)をおこなった。 
 また、2010 年に米国カリフォルニア州を訪
問し、カリフォルニア大学バークレー校、ロ
スアンゼルス校、サンディエゴ校で関係領域
の研究者との意見交換・資料収集を行った。
さらに、Sharp HealthCare Foundation およ
び Sharp Coronado Hospital などを訪問し、
病院会計・経営状況・情報開示の在り方等に
ついての意見交換・資料収集を行った。これ
をきっかけとして、2012年度から同地で在外
研究を行い、さらに研究を深めることとなっ
た。 
 
(4)研究成果の公表 
 下記「5.主な発表論文等」に記載のとおり。
また、委員をしている厚生労働省中央社会保
健医療協議会において病院経営について発
言し、当研究成果の一部が政策現場に反映さ
れた。 
 
４．研究成果 
(1)病院会計の概要 
 下記は地方独立行政法人、地方公営企業、
医療法人の会計についての概要について比
較したものの抜粋である(例えば同じ損益計
算書という名称でも設立主体ごとに異なる
部分があるがここでは詳細を割愛する)。 

 地方独立
行政法人 

地方公営
企業 

医療法人 

会 計 基
準等 

地方独立
行政法人
会 計 基
準・注解、
地方独立
行政法人
法、 

地方公営
企業法、
同 施 行
令、同施
行規則 

病院会計
準則、医
療法、同
施行令、
同施行規
則 

主 な 財
務諸表 

貸借対照
表、損益計
算書、キャ
ッシュ・フ
ロー計算

貸借対照
表、損益
計算書 

貸借対照
表、損益
計算書、
キャッシ
ュ・フロ



 

 

書、利益処
分および
損失処理
計算書、行
政サービ
スコスト
計算書 

ー 計 算
書、利益
処分およ
び損失処
理計算書 

開示 中期目標
に基づく
運営、財務
諸表等を
設立団体
の長に提
出・承認、
公告 

財務諸表
等を設立
団体の長
に提出・
承認 

事業報告
書等の評
議員等へ
の閲覧、
都道府県
知事への
届出 (要
求によっ
て閲覧に
供する) 

 
(2)病院経営状況の概要 
 2011年 2月に行った「病院の経営等に関す
るアンケート調査」(調査対象 239 病院、回
収率 31.0%、配布先は全都道府県立および政
令指定都市立の自治体病院、地方独立行政法
人による病院、市立および組合立の地方公営
企業法全部適用の病院)によれば病院経営・
会計の状況および情報開示の現状は以下の
とおりであった。 
経営課題として圧倒的に多かったのは「医

師・看護師確保」の 85.1%、続いて「支出削
減」の 31.0%である。削減の検討課題として
は「委託費」などが上がっていた。また、400

床未満の病院では「経営の悪化が 25.0%、「患
者数の減少」が 37.5%であった。これに対し、
400 床以上の病院ではそれぞれ 9.5%、19.0%

にとどまり、かわって「支出削減」が 38.1%

であった(同項目に対する 400 床未満の病院
の回答は 21.9%)。 

 規模が小さい方が、より患者数減少・経営
悪化を切実に捉えており、大きいところでは
経営見直しのための支出削減を課題として
捉えているように見られる。 

経営状況については回収数の関係から、こ
こでは地方公営企業法全部適用についての
み概観する。まず、欠損金と経常損失の額に
ついては、400 床未満の病院では相対的に少
ない額の病院の数が多くなる傾向であり、
400 床以上の病院ではおおむね大きい額の病
院の数が多くなる傾向にある。なお、経常損
失については 30,000 万円以下と 90,000 万円
以上の部分に多く分布する「U 字型」となっ
ている。 

純損益、減価償却費、退職給付引当金を平
均額でみると、純損益では 400 床未満の病院
が 400 床以上の病院の 4 倍以上、減価償却費
では 400床以上の病院が 400床未満の病院の
2 倍程度、退職給付引当金繰入額では 400 床
未満の病院が 400床以上の病院の 2倍となっ

ている。これらを分布状況でみると、純損益
と減価償却費については病床数による違い

はそれほど顕著ではない。 

他方、減価償却費については、規模による
差が出ている。400 床未満の病院では相対的
に額が小さい方が多い傾向にあり、400 床以
上の病院では相対的に額が大きい方が多い
傾向にある。大規模病院の方が設備投資が多
額に上ることが原因と考えられる。 

 純損益について、分布でみると 400 床未満
の病院と400床以上の病院にそれほど大きな
違いがないにもかかわらず、平均額でみると
4 倍以上の差になっているのは、400 床以上
の病院につい損失 50,000 万円以上の部分に
多額な損失を抱える病院が含まれているこ
と等が考えられる。 

次に、地方独立行政法人と地方公営企業法
全部適用とを平均額ベースで比較してみる
と、400 床以上の病院では地方独立行政法人
の方が、純損益で 20 倍、減価償却費で 14 倍
となっている。その反面 400 床未満の病院で
は地方独立行政法人の方が、純損益で 1/4、
減価償却費では 2/3 程度となっている。 

 さらに一般会計繰入額を平均額でみると、
400 床以上の病院は 400 床未満の病院の 1.2

倍となっている。これを分布でみると、400

床未満の病院は相対的に少額の方に分布す
る傾向がある。これは元来の経営規模が相対
的に小さいためと考えられる。 

 次に、独立行政法人について一般会計繰入
額を平均額でみると、400 床以上の病院が
400 床未満の病院の 4 倍にもなっている。 

 また、借入資本金を平均額でみると 400 床
以上の病院は 400床未満の病院の 4倍にもな
っている。 

 情報公開については、公開が制度的に進ん
でいる独立行政法人とそれ以外を比較した。
独立行政法人では予算書以外については 9割
の法人が HP で公開している。それ以外の法
人では決算報告書、貸借対照表、損益計算書
について 4 割が HP で公開しているが、「閲
覧のみ」の公開にとどまる法人も 1/4 にのぼ
っている。また、キャッシュ・フロー計算書
を公開している法人は 1 割にとどまり、「公
開せず」としている法人が 4 割以上となって
いる。医療の質に関する情報公開については、
独立行政法人では「医療方針」「医師情報」「手
術実績」については 9 割の法人が情報公開し
ている。反対に医療費情報を公開する法人は
5 割にとどまっている。 

内部意思決定にあたって重要とされる計
算書は損益計算書であり、続いて予算書であ
った。重要でないとされたのはキャッシュ・
フロー計算書である。同計算書は比較滝新し
いためその活用が一般化されていないこと、
病院では現金取引が多くないことなどが理
由として考えられる。 



 

 

 
(3)企業会計的手法導入の課題とまとめ  
①企業会計的手法の導入の状況 
 上記(1)のとおり、病院会計準則、地方独
立行政法人会計基準とも、貸借対照表、損益
計算書といった財務書類、および減価償却、
退職給付引当金といった発生主義会計が導
入されている。 
②財務書類の実務的有用性 
 地方独立行政法人立病院、公営企業病院と
も、財務書類とともに現金主義による予算・
決算書類が作成され、議会や主務官庁への提
出が義務付けられている(つまり決算関係書
類が二重に作成されている)。このこと等の
ため、これらの主体の業務運営においては、
財務書類よりも決算書類が重視されている。
企業会計的手法が実務的にも有用性を持つ
ためには、いかに予算との連動性を持たせる
かが課題である。 
③キャッシュ・フロー計算書の役割拡大 
 上記(2)のとおり、財務書類のうち損益計
算書については実務的にも必要性が認めら
れている。したがって、キャッシュ・フロー
計算書を損益計算書と決算書類との連結環
としての役割を果たせるよう構築すること
により、現在、別個に二重に作成されている
決算関係書類を有機的に結び付けることが
できると考えられる。 
④アカウンタビリティの拡充 
 現在、計算書類については、医療法人につ
いては請求により当該自治体で閲覧でき、公
営企業については当該自治体の決算書類の
中で一部開示されており、地方独立行政法人
は HP で広く公開されている。病院の事業継
続のためには財務的健全性が不可欠である
が、(2)から明らかなように病院の経営状況
は劣悪な場合が多い。患者にとっては病院の
経営状況の情報は重要である。また、医業収
入のほとんどが社会保険であること、交付
金・補助金が導入されていることなどから、
アカウンタビリティの観点から、どの主体に
おいても財務情報を公開する必要がある。 
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